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2020年 国際医療福祉大学
成田病院を新設予定



2018年4月、国際医療福祉大学
大学院赤坂キャンパス完成

ｈ－MBA（経営修士） MPH（公衆衛生修士：申請中）
東京都港区の旧赤坂小学校跡地に、大学院と学部の新しいキャンパス
現在の東京青山キャンパスを移転するとともに新しい分野・コースも開設し、
生涯教育の新たな拠点として大学院教育をさらに充実させます。
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パート１

ビッグデータ時代の到来



ビックデータ時代の到来

• 医療機関のレセプト電算化率はほぼ100％時代。

• 医療レセプトの情報や、特定健診等の情報は、厚生労働
省のレセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤ
Ｂ）にも蓄積されており、その数は、医療レセプトで約
110 億件（2009年４月～2016 年１月分）、特定健診等情
報で約1.7 億件（2008年度～2014年度実施分）となって
いる

• 介護レセプトの情報については、その個人の要介護認定
情報等とともに、厚生労働省の介護保険総合データベー
スに蓄積されており、その数は、介護レセプトで約5.2 
億件（2012年４月～2015 年10 月分）、要介護認定情報
で約４千万件（2009年４月～2016年５月分）に上ってい
る

• 今や我が国は世界でも最大級の健康・医療・介護のビッ
グデータを保有する国となっている。そしてこのビッグ
データをいかに連結させ、利活用するかが課題となって
いる。



2006年医療制度改革法から本格化
法的根拠 「高齢者医療の確保法」



レセプト・データベースの負の歴史
～まぼろしの「レインボープラン」(1983年）～

• わが国においてはレセプト・データベース構築の基
礎となるレセプトオンライン請求、レセプトデータ
ベース計画は長年の懸案だった

• その歴史は1983年に旧厚生省が策定した「レイン
ボープラン」にまでさかのぼる。この計画でレセプ
ト電算処理の方針を政府が打ち出す。

• しかしマスコミが「不当・不正請求の排除が目的で
ある」と書き立てたため、医師会の反発を招いて、
計画はとん挫する。これで20年は遅れた！



2015年5月



ナショナル・データベース
（NDB)

レセプト情報、特定健診情報等の収集事業





ナショナル・レセ
プトデータベース

2008年

2009年

2006年6月医療制度改革法





2010年10月から

調剤レセプト
との連結も可能と
なった。

特定健診等
データ

レセプトデータ
2009年から

2008年から ＣＳＶデータ
ＸＭＬデータ







NDBの活用の現状





「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」
構成員

• 飯山 幸雄（いいやま ゆきお）国民健康保険中央
会 常務理事

• 石川 広己（いしかわ ひろみ）日本医師会 常任
理事

• 稲垣 恵正（いながき よしまさ）健康保険組合連
合会 理事

• 猪口 雄二（いのくち ゆうじ）全日本病院協会
副会長

• 印南 一路（いんなみ いちろ）慶応義塾大学総合
政策学部 教授

• 大久保 一郎（おおくぼ いちろう）筑波大学医学
医療系 教授

• 貝谷 伸（かいや しん）全国健康保険協会 理事

• 小林 一彦（こばやし かずひこ）埼玉県後期高齢
者医療広域連合 事務局長

• 近藤 剛弘（こんどう よしひろ）日本薬剤師会
常務理事

• 新保 史生（しんぽ ふみお）慶応義塾大学総合政
策学部 准教授

• 頭金 正博（とうきん まさひろ）

• 名古屋市立大学大学院薬学研究科

• 医薬品安全性評価学分野 教授

• 冨山 雅史（とみやま まさし）日本歯科医師
会 常務理事

• 府川 哲夫（ふかわ てつお）福祉未来研究所
代表

• 松田 晋哉（まつだ しんや）産業医科大学医
学部公衆衛生学 教授

• 三浦 克之（みうら かつゆき）滋賀医科大学
社会医学講座公衆衛生部門 教授

• 宮島 香澄（みやじま かずみ）日本テレビ報
道局 解説委員

• 武藤 香織（むとう かおり）

• 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター

• 公共政策研究分野 准教授

• ◎山本 隆一（やまもと りゅういち）

• 東京大学大学院医学系研究科医療経営政策学講
座

• 特任准教授

• ◎印：座長







ナショナル・レセプトデータベースを
活用した後発医薬品普及促進の

ための分析ソフト開発

国際医療福祉大学総合研究所で

サンプルデータセット申請許可
「医科入院」，「医科入院外」，「DPC」及び「調剤」のレセプトデータセット

一定の割合で抽出されている

ジェネリック医薬品分析アプリの開発
ジェネリック医薬品の薬効別シェア率
ジェネリック医薬品の価格分布



24

分析サンプル

後発品比率（数量） （人日数） （金額）

薬価シミュレーション 後発品価格帯

各種後発品使用数及び比率

病床数別

保険種別

年齢・性別

薬効別

先発・後発比率

処方日数別

後発品シミュレーション

後発品使用実態







国保データベース
（KDB）











医療・介護の統合データの
ケアサイクルへの活用

長谷川敏彦氏 （元日本医科大学教授）

医療計画・介護事業計画には
ケアサイクル論が有効



ケアサイクル需要の変遷
有病・要介護・要支援者人口10万当たり
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例
76歳男性／脳卒中

一人の患者・要介護者の
個表を時系列で繋いだもの

ケアサイクルを見てみよう！



No.48死亡前60ヶ月間の医療・介護費推移
76歳男性／介護主病名：脳卒中

費用（円）

2007年7月23日 76歳で死亡

経過月数

脳卒中
発症

入
院
１

入
院
２

入
院
３ 入

院
４

入
院
５

入
院
６

自
宅
で
死
亡

入
所
外

入
院
外

２
日
に
一
度
在
宅
ケ
ア

発
症
前
に
一
度
入
院

ほ
ぼ
２
箇
月
で
１
２
０
万
円
使
用

１
ヶ
月
個
人
単
位
請
求
額

Ｃ THasegawa
NSM.Japan 4年間の経過



No.48 死亡前60ヶ月間の介護度推移
76歳男性／介護主病名：脳卒中
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No.49死亡前60ヶ月間の医療・介護費推移
91歳女性／介護主病名：脳卒中

費用（円）

2007年7月25日 91歳で死亡
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No.49 死亡前60ヶ月間の介護度推移
91歳女性／介護主病名：脳卒中
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ケアサイクル

居宅介護支
援センター

デイケア
センター

生活資源診療所

病院

地域包括ケア

急性期ケア

回復期ケア

長期ケア

男性は死亡するまでに３～５回、
女性は５～7回のケアサイクル
を繰り返す

日本医科大学長谷川敏彦氏資料より



医療・介護のケアサイクル

• 後期高齢者で医療・介護は不可分、医療と介護のケ
アサイクルを循環する
• 男性は死亡するまでに３～５回のケアサイクル、

女性は５～7回のケアサイクルの回転がある。

• サイクル数から地域の医療・介護のサービス量が推
計できる
• 市町村国保の医療レセ、介護レセ、要介護度データから推
計できる

• ケアサイクルの定量により、発生源ベースで、地域
のサービス量を推計できる



在宅必要量の推計

株式会社メディヴァ代表取締役

死亡小票から
在宅必要量を
推計すること
ができる！















NDB,KDBの活用で
地域医療計画・地域包括ケア

を支援しよう



パート２
データヘルス改革

7月28日、データヘルス改革推進本部
塩崎厚生大臣



データヘルス活用推進計画
支払基金業務効率化・高度化計画

• 塩崎恭久厚生労働大臣が7月４日、閣議後公表
• 「データヘルス活用推進計画」は、データヘルス改
革で実現を目指すサービスのうち、支払基金等が中
核的な役割を果たすことが期待される「健康・医
療・介護のビッグデータ活用に関する施策」につい
て、その具体的な活用方法、運用・管理の在り方等
を提示するものである。

• 「支払基金業務効率化・高度化計画」は、審査支払
機関を「業務集団」から「自ら考え、自ら行動する
頭脳集団」に改革するものである。

• いずれの改革も、厚生労働省として、支払基金等と
ともに、これらの計画に沿って、着実に改革を進め
ていく。





鈴木康裕医務技監





保健医療データプラットフォーム
• 国民の多くは、生産年齢期には被用者保険に加入しており、高
齢になって退職してから、国民健康保険に移る。

• さらに75歳以上は、後期高齢者医療制度に加入し、要介護認定
を受け、介護保険サービスの対象となる。

• このように、医療・介護の場合、ライフサイクルの中で加入す
る保険制度が変わっていく。この結果、国民健康保険には、個
人の疾病・医療に関する情報はあるが、健康な時期に関する情
報がない。一方で、被用者保険には、壮年期の特定健診等の情
報があるが、そのアウトプットに相当する医療もしくは介護に
関する情報がない、という状況が生じている。

• これらのすべての情報を個人レベルで連結していくことができ
れば、個人の健康・医療・介護に関する生涯のヒストリーを、
これらの統合的なデータベースを通じて分析することが可能と
なり、医療や介護の質を更に向上させることができるだろう。

• しかし、現状はこれらのデータが分散保管されていて連結され
ていない。

• これを連結した「保健医療データプラットフォーム」を形成す
るのが、データヘルス改革の第一歩



保健医療データプラットフォームを
「つくる」、「つなげる」、「ひらく」

• 「つくる」が意図するのは、データの収集段階から、集
積・分析・活用という“出口”で使えるアウトカム志向の
データを生成すること。それらのデータを、AIを用いて
ビッグデータ解析し、“現場の最適な診療を支援するシステ
ム”を構築していく。

• 「つなげる」は、個人の健康な状況から疾病・介護段階
までの基本的な保健医療データを統合するPHR（Personal 
Health Record）の概念。医療・介護スタッフが統合された個
人のデータを共有し、個人自らも健康管理に役立てられる
“オープンな情報基盤”を整備する。

• 「ひらく」は、産官学のさまざまなプレイヤーがデータ
にアクセスして、医療・介護データをビッグデータとして
二次活用すること。そのために、“利用者別に収集・匿名加
工・提供できるプラットフォーム”を構築していく。これは
2017年4月に成立し、2018年に施行される「次世代医療基盤
法」による医療ビッグデータ利活用プラットフォームであ
る。









パート２
支払基金改革



審査支払機関のビッグデータ

•審査支払機関
• 「社会保険診療報酬支払基金」（支払基金）
•「国民健康保険団体連合会」（国保連）

• 審査支払機関には、レセプト電子化により、
年間約20 億件のレセプトデータが集積してい
る。

• 特定健診等の健診情報については、年間約3
千万件の情報が審査支払機関に集まっている。

• 国保連に関して言えば、年間約1.5 億件の介
護レセプトを審査している



支払審査機関には
「支払基金」と「国保連」の二つがある





支払基金の業務





国保連の業務



「データヘルス時代の質の高い医療の
実現に向けた有識者検討会」（座長西村周三氏）

2016年4月25日



塩崎大臣挨拶
• 2016年7月25日の挨拶
で「ICTやビッグデータ
を活用することが重要
だが、現状では、審査
支払機関は、その保有
データを十分に活用し
ているとは言い難い」

• 韓国の審査支払機関で
あるHIRAでは、審査支
払業務に止まらず、医
療機関の評価や、投
薬・献血データをも管
理した上で、医療の質
向上に資するサービス
を実現させている。こ
うした事例なども参考
にしてほしい」

• 業務集団から頭脳集団へ



有識者検討会の２つのテーマ

（A）保険者機能強化と医療の質の向上

（B）審査の効率化・統一化の推進と

組織体制



A 保険者機能強化

• （A）の保険者機能強化
• データヘルスの推進（レセプトデータを地域別・業態
別・世代別に分析し、保険者の健康度や疾病管理の状況
を診断するなど）

• 医療の質の向上（韓国のHIRAをモデルとした、医療機関
の質の評価、審査・分析ソフトウェアの開発の検討な
ど）

• 事業主に対する「健康経営」の意識改革を通じたデータ
ヘルス事業に必要な人材確保

• マイナンバー制度のインフラを活用し、支払基金・国保
連が保有する社会保険・地域保険・介護保険レセプト
データの連結

• 審査支払機関によるNDB（National Data Base）などの活
用―など。



（B）審査の効率化・統一化の
推進の組織体制



審査支払機関ごとに
異なる審査ルール

• 審査においては、全国一律の診療報酬点数表や施設基準、解釈通
知などが拠り所。これらには「解釈の余地」や「一定の幅」があ
ります。患者の状態は一律ではないため。

• また、医療現場からは「地方独自ルールが存在する」との批判が
ある

• 例えば回復期リハビリ病棟の入院患者については、1日につき9単
位まで疾患別リハビリ料の算定が可能です（2016年度改定でリハ
ビリの効果に着目した算定制限が導入された）が、A県の国保連
では「一律に6単位を上限として、超過分を査定する」といった
取り扱いがなされていると指摘されます。

• このように、古くから「支払基金内、国保連内、支払基金と国保
連の間で、審査ルールに格差がある」と批判され、これを是正す
るために「審査情報の共有」などが図られていますが、「未だ不
十分」と指摘されています。

• こうした状況を重く見て、規制改革会議では「審査の効率化と
統一性の確保」を図る必要があるとし、ゼロベースで審査の在り
方を見直すよう提言している。



審査の在り方
• 【審査の在り方】

• （1）医師の関与の下で、全国統一的かつ明確な判断基準を策定する
• （2）上記判断基準に基づく精度の高いコンピューターチェックの実
施を可能とする（医学的判断を要する審査対象を明確化する）

• （3）コンピューターチェックに適したレセプト形式の見直しを行う
• （4）レセプトの請求段階における記載漏れ・記載ミスなどの防止措
置を構築する

• （5）審査結果の通知および審査基準の情報開示をICTの活用により
効率的に行う

• （6）医師による審査における医学的判断を集約し、継続的にコン
ピューターチェックに反映する仕組みを構築する

• （7）医師による審査および合議のオンライン化や、審査結果などの
データ蓄積を自動化し、統計的な分析結果の参照や過去事例の検索
や人工知能の活用などにより、医学的判断を要する審査手続きの効
率化、高度化を行う

• （8）医学的な判断が分かれるなどの理由から審査結果に疑義がある
場合について、医療機関および保険者からの請求に基づく医師によ
る再審査の仕組みを効率化、高度化する



組織・体制の在り方

• 【組織・体制の在り方】（診療報酬の審査の在り方を
ゼロベースで見直す）
• （a）審査の在り方に関する検討を踏まえた上で、現行の支
払基金が担っているとされる各業務（特に職員による点検事
務および適正な診療・レセプト請求のための審査結果やルー
ルの説明・指導）の要否を検討し、不要・非効率な業務を削
減する

• （b）（a）で必要とされる業務のうち、効率的な運営を図る
ため、支払基金以外の者（民間企業を含む）を保険者が活用
することが適切な業務の有無を検討し、当該業務がある場合
の具体的な活用の仕組みを構築する

• （c）（a）で必要とされる業務のうち、（b）の検討を経て
支払基金が担うことが適切な業務がある場合には、その具体
的な組織・体制等の在り方（業務拠点も含めた職員およびシ
ステムなどの体制、業務範囲、法人形態、ガバナンス体制、
事務費負担の在り方など）を検討する











2022年





支払基金改革がシステム更新の
関係で先行するが、

国保連とも改革実施で協議中



健康保険審査評価院（HIRA)



韓国の健康保険審査評価（HIRA)
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健康保険審査評価院（ＨＩＲＡ）
(Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｒｅｖｉｅｗ

＆ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ)の歴史
歴 史

1977年健康保険制度導入 1979年 6月保険者団体（医療保険連合会)
診療費審査機構を設置

1979年 7月審査開始、審査の電算化

2000. 7月 全国３５０の医療保険連合会の統合 審健康保険審査評価院

2004年 レセプト電算化100％達成

役 割

レセプト審査(年間１０億件)

医療の質向上、医療費適正性評価(年間１０項目以上)

診療報酬・薬価・材料代等の審査管理、支援

診療情報処理、 S/W 品質検査および指導

-保健医療情報統計のHUB、 e-HealthのCore 役割遂行

運 営

職員数 約1500名、１本部、７支院

全体事業費中 ＩＴ 部門が５０％以上
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韓国の診療費請求明細書

多重バーコード
最大4000Byte記録

Ｄａｔａ項目：
約120
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HIRAのデータベースは外部データベースと連結できる

住民登録ＤＢ
(行政自治部)

加入者ＤＢ
(健康保険公団)

医薬品ＤＢ
(食薬庁)

医師等の免許ＤＢ
(保健福祉部)

外部

明細書ＤＢ

療養機関現況ＤＢ

各種統計ＤＢ

審査関連ＤＢ
- 酬価、薬価、材料代

- 審査基準等

ＨＩＲＡ

外部DBと
連結



適正医療の評価

・上気道感染への抗菌剤の処方率

・外来における注射剤処方率

・帝王切開分娩率

・抗菌剤の適正使用





適正医療の評価
• ビアーズ基準（Beer’s criteria）

• 高齢者の薬剤使用に関するガイ
ドライン

• 2005年の6835万件の処方中876
万件(12.8%)がビア-ズ基準による
不適切処方であることも判明

• 帝王切開率
• WHOの推奨値である5～15％の2
倍以上と高かった。このため帝
王切開分娩率の値を医療機関別
に公表することとした。

日本版ビアーズ基準（今井博久先生）

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4260012029/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


韓国版Ｐ４Ｐ
2007年からP4Pのパイロットプロジェクト

（HIRA-Value Incentive Program）を

42の急性期病院でスタートさせた



P4Pの定義とは？

• P4P（Pay for Performance)とは高質のヘルスケ
アサービスの提供に対して経済的インセンテイ
ブを、EBMに基づいた基準を測定することで与
える方法である。その目的は単に高質で効率的
な医療にボーナスを与えることにとどまらず、
高質のヘルスケアサービスへの改善プロセスを
促すことにある。（Institute of Medicine 2006
年）

• 主として米国・英国・カナダ・オーストラリア
で導入が進んでいる

• 最近では韓国、台湾でも導入された



韓国版Ｐ４Ｐ

• 急性心筋梗塞のガイドライン準拠率
• 罹患率や死亡率が韓国内で増加していること、先進
各国のＰ４Ｐの指標であること

• 急性心筋梗塞診療件数、PCIまでの時間、入退院時
のアスピリンやβブロッカー投与率、入院中死亡率
などのガイドライン準拠率を計測

• 帝王切開率
• 韓国の高い帝王切開率は、情報開示だけでは是正で
きないとの考えたから

• リスク調整後の帝王切開率



韓国P4Pの加算・減算方式

グレード
１

グレート
２

グレード
３

グレート
４

グレート
５

グレート
１

グレート
２

グレート
３

グレード
４

グレード
５

グレード
１

グレート
２

グレード
３

グレード
４

グレート
５

－１％減
算

１％加算

２００８年
減算ラインの公表

２００９年
加算実施

２０１０年
加算、減算実施



韓国版Ｐ４Ｐ
急性心筋梗塞P4Pスコアの改善

グレード１
グレート２
グレード３
グレード４

グレード１
グレート２
グレード３
グレード４

グレード５

グレード５

平均１．５５ポイント改善

５９．０８

６４．７１

減算
ライン

１０１．８８ １００．７４

５．６３ポイント上昇

２００７年後半 ２００８年



HIRAは最初は日本に学んだ
• HIRAは最初は日本から診療報酬制度を学んだ

• 韓国の診療報酬制度は、その保険料の徴収・支払いシステ
ムや全国一律の点数表などの多くを日本から学んだ

• しかし、レセプト電子化は日本よりも10年以上も前、2004
年に電子化100％を達成した。

• この電子化を推進したHIRA の職員が言っていたが、彼ら
はまさに日本でコンピュータ技術を学び、学んだとおりの
手法で帰国後、レセプトの電子化を推進したと言っていた

• 電子化に当たっては、それまでの複雑な点数表をコン
ピュータ処理に適したように簡素化して、分かりやすい
コード設定を行い、二次利活用が可能なデータベース構造
にした

• こうした電子化や診療報酬点数表の簡素化等により審査支
払業務の改善が飛躍的に図られ、それまで約一ヶ月かかっ
た診療費の支払い期間を、2週間に短縮化することができ
た。

• そして審査手数料も日本の約1/6のレセプト一件当たり20 
円と格安になった。このようにHIRAは審査支払業務の改善
と医療の質向上を、保険者統合とレセプト電子化で一挙に
成し遂げた。



まとめと提言

・日本は世界最大の健康医療介護のビッグデータ保有国

・NDBとKDBの結合でさらなるデータ利用価値が高まる

・それには支払基金と国保連の審査支払機関の統合が必要

・まずは支払基金の改革が先決

・審査支払機関改革は韓国HIRAの改革に学ぼう

・



ご清聴ありがとうご
ざいました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェース
ブックで
「お友達募
集」をして
います

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

